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令和６年度事後評価箇所表 

                                                          担当課〔農地整備課〕 

番  号 １ 
事 業 名 

(路 線･河 川 名 等)      
県営水質保全対策事業 羽島地区 

事業実施  

箇  所 

岐阜市、羽島市、各務原市、岐南町、 

笠松町 
全体事業費 

（ 当 初 ５ ,８ ８ ０ ）  

 ５ ,１１５百万円 

採択年度 平成12年度 完了年度 令和2年度 

事後評価の実施基準 全体事業費５億円以上で、事業完了後概ね5年経過したもの 

事業目的  

羽島用水は木曽川の犬山頭首工より取水し、羽島市他２市２町の農地をかんがいする

全長約30㎞の基幹的農業用水路である。本水路は昭和40年代に開水路で整備されたが、

その後、水路周辺の都市化や混住化に伴う家庭雑排水等の流入により水質汚濁及びゴミ

投棄による通水障害が発生し、農作物の収量の低下を招くまでに至った。 

このため、羽島用水路の上流18.3km区間を国営事業（国営総合農地防災事業「新濃尾

地区」）で整備することと併せ、東西分水工から下流12.1km区間を県営事業にてパイプ

ライン化し、農業用水と家庭雑排水を分離することによって農作物の被害を解消させ、

農業経営の安定を図ることを目的としている。 

事業概要  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総事業費 百万円 5,115 

受益面積 ha 1,109 

受益者数 人 5,389 

主要工事計画 

 用水路工 ｍ 12,065 
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概  要  図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備前  整備中  整備後  
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評価結果   

①  住民参加・協働による効果   

・計画検討時に説明会を開催し、営農者の意見を計画内容に反映した。 

・整備後はパイプライン化した水路上部の維持管理を一部地域住民で行うようにな

り、管理団体の用水の維持管理も軽減された。 

 

 

 

 

 

 

計画時の説明会     管理団体による用水管理   水路上部の植栽作業 

②  事業効果  

【 費 用 対 効 果 】  

 

・ Ｂ ／ Ｃ の 変 化 の 要 因  

① 効 果 算 定 で 計 上 し て い る 単 収 、 単 価 な ど の 時 点 修 正  

② 国 産 農 産 物 安 定 供 給 効 果 の 追 加  

      

【水質改善】  

・事後評価時の調査では３地点の結果が、

最上流の取水地点の犬山橋とほぼ同じ

値であった。また、３地点全て農業用水

の基準値以下であったため、本事業の実

施により水質は改善されたといえる。  

 

 

 

 

項目 当初計画時 前回評価時(H27) 事後評価時 

総費用（千円） 23,946,000 41,890,643 76,708,274 

総便益（千円） 24,798,824 41,324,719 86,676,922 

総費用総便益比 1.0 1.0 1.1 

工 期 
平成12年度～ 

平成21年度 

平成12年度～ 

令和元年度 

平成12年度～ 

令和2年度 
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【維持管理費の軽減】  

・パイプライン化により、水路の泥

上げ、ゴミ処理、雑草刈が減少し、

約3,500千円／年の維持管理費が

軽減された。 

 

 

 

③  環境面への配慮  

・開 水 路 の パ イ プ ラ イ ン 化 に よ り 、水 路 へ の 転 落 リ ス ク が 排 除 さ れ 、地 域 の

安 全 性 が 向 上 し た 。ま た 、関 連 事 業 で あ る 県 営 農 村 環 境 整 備 事 業 羽 島 用 水

地 区 に お い て 、せ せ ら ぎ 水 路 等 の 親 水 施 設 が 整 備 さ れ た こ と に よ り 、パ イ

プ ラ イ ン 化 に 伴 っ て 喪 失 し た 農 業 水 利 と し て の 水 面 が 確 保 さ れ た 。  

 

 

 

 

 

 

   水 路 上 部 の 歩 道          親 水 施 設  

 

 ④事業を巡る社会情勢の変化  

・就農者の高齢化等により、営農の継続や担い手の確保が困難となりつつあるなか、

本事業による営農条件の改善により、集積が促進されている。 

農地集積：(H21)244ha/14.9％→(R5)722ha/68.5％ ※羽島市 

担い手数：(H12)7→(R5)43 ※羽島市 
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 ⑤利用者・地域住民等への効果  

【アンケートの回答率】 

・本事業の効果について受益地内の農業者を対象にアンケー

トを行った。総配布数151に対し、回答数は115で回答率は

76％であった。 

 

【整備に対する満足度について】 

・整備に対する満足度については、83％が整備をしてよかっ

たと回答していた。 

 

【水質の変化ついて】 

・水 質 の 改 善 に つ い て は 、66％ が 水 質 は 改 善 し た と 回

答 し て い た 。  

 

【 整 備 に よ る 安 全 性 の 変 化 に つ い て 】  

・水 路 の パ イ プ ラ イ ン 化 に よ る 水 路 へ の 転 落 防 止 等 の

安 全 面 の 効 果 は 、87％ が 安 全 性 は 向 上 し た と 回 答 し

て い た 。  

⑥対応方針（案）  

【今後の事業評価の必要性】  

・事業実施により農業用水と排水の分離が行われ、水質の改善、施設管理の  

適正化が図られ、農業生産の維持と農業経営の安定が図られた。  

・農業用のみならず、水路上部が地域の生活やイベントにも利用されており、  

アンケートでも満足度が高い。  

→現段階では必要なし。  

【改善措置の必要性】  

現段階では必要なし。  

【新規事業へ適用すべき留意点】  

・計画策定の際は、イニシャルコストのほか、施設管理者の意見や維持管理コスト

にも考慮し検討する必要がある。  

・幹線水路の用排分離に合わせて、周辺のほ場整備を実施し、末端水路の用排分離

等、総合的に検討できるとよい。  

・パイプライン化により創出された上面を利活用し、地域交流の場につなげていけ

るとよい。  
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令和 6 年度事後評価箇所表 

                                                          担当課〔農地整備課〕 

番  号   ２ 
事 業 名 

(路 線･河 川 名 等)      

県営広域農道整備事業 

飛騨東部地区 

事業実施

箇  所 
高山市 全体事業費 

(当 初 7,897) 

 18,958百万円 

採択年度 昭和63年度 完了年度 令和４年度 

事後評価の実施基準 全体事業費が５億円以上で、事業完了後概ね１年経過したもの 

事業目的  

 本地区は高山市、丹生川町、久々野町、朝日町、高根町からなる飛騨東部の農業振興

地域である。この飛騨東部地区は、農道整備とともに団地造成を一体的に展開し、主産

地の形成を図ることを目的に広域営農団地計画が策定された。 

農道整備においては、狭い旧道と国道４１号の渋滞などが地域農業の発展を妨げてい

る状況であったことから、広域的な農道を整備することで、飛騨高冷地野菜（トマトや

ほうれん草）、特産果樹（りんごや桃）、飛騨牛などの畜産物を生産する団地から集出

荷施設や市場までを結ぶ効率的で迅速な流通システムの構築を目指し、これにより地域

農業の活性化や社会経済的な発展へ繋げる。 

 

事業概要  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総事業費 百万円 18,958 

受益面積 Ha 3,841 

受益者数 人 2,742 

主要工事計画 

 広域農道整備事業 飛騨東部地区 ｍ 34,134 

 (うち農道整備区間) ｍ 22,194 
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概 要 図  
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評価結果  

①  住民参加・協働による効果   

・高山市、農協、生産者組織の代表等で構成する「飛騨東部地域広域営農団

地管理運営協議会」を設置し、設計計画段階から管理予定者及び住民の意

見を反映させた。 

・農道沿線の草刈りや用水路の清掃を行うなど、住民も参加して維持管理を

行っている。 

②  事業効果   

【費用対効果】 

項目 当初計画時 前回評価時(H28) 事後評価時 

総事業費(千円) 14,635,000 34,808,805 42,786,844 

妥当投資額(千円) 18,198,519 40,460,059 45,534,873 

投 資 的 効 果 率 1.2 1.2 1.1 

工 期 
昭和63年度～ 

  平成9年度 

昭和63年度～ 

  平成31年度 

昭和63年度～ 

  令和4年度 

【Ｂ／Ｃの変化の要因】  

①  事業費の増加 

②  効果算定で計上している単収、単価などの時点修正 

③  交通量調査による、一般交通量の見直し 

④  評価期間の修正 

 

③  環境面への配慮   

・ 切 土 法 面 の 緑 化  

 現 場 で 発 生 す る根 株 を 利 用 し 緑 化基 盤 材 と し て の 活用 や 、間 伐 材 を

利 用 し た 案 内 看 板の 設 置 等 、 景 観 配慮 と 廃 棄 物 発 生 抑制 を 図 っ た 。 

 ④  事業を巡る社会情勢の変化   

・平成 13 年に国営農地開発事業が完了し、大規模な生産団地が造成された。 

・主要野菜の出荷量は、事業開始前と比べ、岐阜県全体に占める高山市の割合

が 1.7～2.4 倍増加している。(ほうれんそう:2.4 倍、夏秋トマト 1.7 倍) 
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⑤  利用者・地域住民等への効果   

【アンケートの回答率】 

・当事業の効果について受益者、地域住民を対象にアンケートを行った。 

・アンケート総数539に対し、回答数は367で回答率は68％。 

 

【整備に対する満足度と要望】 

・農業上の利便性の変化について、71％の方が「良くなった」、「やや良い」

と回答しており、おおむね満足度の高い結果となった。 

・日常生活における利便性の変化については、88％の方が「良くなった」、

「やや良い」と回答しており、満足度の高い結果となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥  対応方針（案）   

【今後の事後評価の必要性の有無】 

 現段階では必要なし。 

・農業生産と流通の効率化が進み、地域の農業が振興されている。 

・本農道は農業用のみならず、地域住民の日常生活にも利用されており、 

 地域住民のアンケートでも移動時間の短縮や、各団地へのアクセスが 

向上したという意見も多くあり、現時点では必要なし。 

 

【改善措置の必要性の有無】 

道路管理者への走行に対する安全性確保の依頼。 

 

【新規事業へ適用すべき留意点】 

  ・事業着手時に、行政と地域住民が一体となって管理できる維持管理体制に

ついて検討。 

 ・安全対策に十分に配慮した計画立案。 

 

[農業への効果] [日常生活への効果] 
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1

事業の県計画への位置付け事業の県計画への位置付け

「ぎふ農業・農村基本計画」の基本方針の１つ 〈安全で身近な「ぎふの食」づくり〉において、
《県民の食を支える生産基盤の整備》を達成するための重要な事業

２
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事業目的事業目的

v

v

v v v

v

３

位置図位置図

5
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事業概要事業概要

4

Φ1650～700mm

住民参加・協働による効果
（事業が地域へ及ぼす効果）

住民参加・協働による効果
（事業が地域へ及ぼす効果）

６
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事業の効果事業の効果

７

COD

6ppm

（化学的酸素要求量）

T-N

1ppm

（全窒素濃度）

事業の効果事業の効果

★水質汚濁の解消により水稲収量が増加
★維持管理費は水路のパイプライン化工事の進行に伴い縮減

８
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効果の分析効果の分析

９

環境面への配慮環境面への配慮

・せせらぎ水路等の整備による親水区域の確保

・周辺環境に配慮した遊歩道等の整備

１０
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事業を巡る社会経済情勢等の変化
（事業が営農へ及ぼす効果）

事業を巡る社会経済情勢等の変化
（事業が営農へ及ぼす効果）

★整備の進行に伴い、集積面積・担い手数ともに増加
１１

利用者・地域住民等への効果利用者・地域住民等への効果

１２
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利用者・地域住民等への効果利用者・地域住民等への効果

13

対応方針（案）対応方針（案）

１4
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①農政部 農地整備課

県営広域農道整備事業「飛騨東部地区」
公共事業 事後評価

県営広域農道整備事業「飛騨東部地区」
公共事業 事後評価

事業の県計画への位置付け事業の県計画への位置付け

「ぎふ農業・農村基本計画」に基づき、必要な農業生産基盤及び農村生活環境基盤の
整備を推進していく。

②
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事業目的事業目的

v

v

v
v

v
v
v

③

・位置図

総延長

L=34,134m

位置図位置図

④

国府町

丹生川町

高山市

朝日町

久々野町

一之宮町

高根町

清見町

丹生川町
坊方

久々野町
長淀

凡 例

国営幹線農道

飛騨東部地区

既設利用区間

JR高山本線

国道

県道

市町境

出典：県統合型GIS
国営幹線農道
L=7,159m
(S63～H13)

飛騨東部地区
L=8,697m

(S63～H16)

既設利用区間
L＝4,781m

飛騨東部地区(2期)
L=13,497m
(H3～R4)

-19-



内 容項 目

県営広域農道整備事業事 業 名

飛騨東部地 区 名

丹生川町坊方～久々野町⾧淀 地内所 在

昭和６３年度～令和４年度（３４ヶ年）工 期

１８,９５８百万円（費用負担：国65％、県27.5％、市7.5％）総事業費

延 ⾧：L=２２，１９４ｍ (※農道施工区間）
幅 員：７.０ｍ
受益面積：３，８４１ha

事 業 量

標準断面（２車線）

⑤

事業概要事業概要

⑥
農道脇広場の草刈り風景 農道集水桝の清掃風景

住民参加・協働による効果
（事業が地域へ及ぼす効果）
住民参加・協働による効果
（事業が地域へ及ぼす効果）
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≪整備前≫ ≪整備後≫

■農産物輸送における時間短縮 ＜久々野町 口有道団地(ほうれんそう)1.63ha 3.7t＞

事業の効果事業の効果

⑦

久々野町

朝日
ほうれんそう調製場

朝日
ほうれんそう調製場

くちうどう

口有道
団地

ハウスでのほうれんそう栽培

野菜集出荷場

POINT① 未舗装、幅員の狭い旧道

POINT② 小型車での運搬

POINT① ２車線、舗装道路への整備

POINT② 大型車での運搬、走行環境改善

≪整備後≫ ※生産１回当たり

・輸送時間：15分 (平均時速40km/h）

・輸送回数： 3回 (1340kg/回)

合計 輸送時間 ：約1時間 (11時間短縮)

(15分×3回 = 45分)

≪整備前≫ ※生産１回当たり

・輸送時間：40分（平均時速30km/h）

・輸送回数：17回（220ｋｇ/回）

合計 輸送時間 ：約12時間

（40分×17回 = 680分）

【ほうれん草の生産】

年間：４回

年間輸送時間
約４４時間短縮

口有道団地

～野菜集出荷場

L=18.8 ｋｍ

口有道団地

～野菜集出荷場

L=10.1 ｋｍ

久々野町

口有道
団地

緊急時の迂回路や災害時の避難路、輸送路の確保

事業の効果事業の効果

⑧

＜緊急時の迂回路＞
国道４１号 ： 交通事故による全通行止め

（久々野町木賊洞～無数河地内）
直近５年間： 全通行止 ７件発生

※解除まで２～４時間要している

船山ヘリポート

高山市役所 久々野支所

高山市役所 朝日支所

道の駅 ひだ朝日村

H

久々野診療所

朝日診療所

第１次緊急輸送道路

第２次緊急輸送道路

朝日ほうれんそう
調製場
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・費用対効果の分析

■事業の効果

営農に係る走行経費節減効果 74％

一般交通等経費節減効果 27％

維持管理節減効果 -1%

■投資的効果率

総事業費

妥当投資額

効果の分析効果の分析

⑨

前回評価時 １．２

◆伐採根株のチップ化による道路法面の緑化

◆間伐材を利用した案内看板の設置

環境への配慮環境への配慮

⑩
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事業を巡る社会経済情勢等の変化
（事業が営農へ及ぼす効果）

事業を巡る社会経済情勢等の変化
（事業が営農へ及ぼす効果）

⑪

①国営農地開発事業により、 新たな生産団地を造成（S63～H13）

大羅野団地

滝団地

岩井団地

口有道団地

大羅
お お ら

野
の

団地（丹生川）

口
くち

有
う

道
どう

団地（久々野）

滝
たき

団地（高山） 

岩井
い わ い

団地（高山） 

松之木団地

大屋根団地

牧戸団地

小屋名団地

荒神洞団地

矢林団地

鍛冶ヶ洞団地

大西団地

松本団地

[夏秋トマト 高山市の割合] 
S57 ： 6,246t (39％)

R4 ： 12,400t (66％)

[ほうれんそう 高山市の割合]
S57 ： 2,420t (34％)

R4 ： 7,960t (81％)

⑫

②地域農業の発展
事業開始前と比べ、主要野菜の
出荷量は、県全体に占める高山市
の割合が1.7～2.4倍増

ハウスでの夏秋トマト栽培

2.4倍増

1.7倍増

5,540t 増

6,154t 増

事業を巡る社会経済情勢等の変化
（事業が営農へ及ぼす効果）

事業を巡る社会経済情勢等の変化
（事業が営農へ及ぼす効果）
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受益農家・地域住民等への効果受益農家・地域住民等への効果

⑬

農業への効果

Q 農業上の利便性に変化はありましたか

日常生活への効果

Q 通勤や買い物などにおいて、利便性に
変化はありましたか

良くなった
７０％

やや良い
１８％

変わらない
１１％

悪くなった
１％

良くなった
５８％

やや良い
１３％

変わらない
２９％

受益農家・地域住民等への効果受益農家・地域住民等への効果

⑭

・農産物を集出荷施設へ運ぶにの近くなって、時間が短縮された。

・輸送や作業の効率が良くなり、搬出費が抑えられる。

・各団地へのアクセスが良くなり、他農家との情報交換等ができる。

・十分な道幅があり、走行しやすい。

・災害時に緊急輸送道路の迂回路として利用できる。

・通行中に見える乗鞍岳や周辺の自然を楽しめる。

・地域で管理できない箇所について、草刈りや樹木の伐採などの

維持管理を定期的に行う必要がある。

・スピードを出す車が増え、危険を感じる。
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対応方針（案）対応方針（案）

⑮

■今後の事後評価の必要性
〇農業生産と流通の効率化が進み、地域の農業が振興されている。

〇本農道は農業用のみならず、地域住民の日常生活にも利用されており、

地域住民のアンケートでも移動時間の短縮や、各団地へのアクセスが

向上したという意見が多くあり、現段階では必要なし。

■改善措置の必要性

〇道路管理者への走行に対する安全性確保の依頼

■新規事業へ適用すべき留意点
〇事業着手時に、行政と地域住民が一体となって管理できる維持管理

体制についての検討。

〇安全対策に十分に配慮した計画立案。
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